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第４回 インバウンド対応策 

 

前回は「インバウンド対応 現状と課題」について述べてまいりました。最終回となる今

回は、インバウンドに取り組む際の対応策に関して述べさせていただきます。 

 

１．インバウンドの県内への誘致促進について 

2020 年のオリンピックでは海外からの入込人口が 4000 万人と想定されており、埼玉県で

も観光客が倍増することが予測され、その対策が必要となります。 

県内主要観光地である川越市と秩父地域、さいたま市におけるインバウンド対応について

現状を確認しました。 

 

（１）川越市のインバウンド対策 

第二次川越市観光振興計画では、基本テーマを「世界に発信しよう！EDO が粋づくまち 

小江戸川越」と定めて、情報発信、接遇の向上、受け入れ環境の整備、多言語化対応、観

光資源開発、おもてなし向上など、個別具体的な対策が検討されています。 

 

図表 1（出典: 第二次川越市観光振興計画などを基に加工） 

 

以前から県内有数の観光地として注目されている川越市では行政や市民を中心に積極

的な活動がなされていますが、来街者の 9 割が日帰り客で占められている点が特徴的であ

り、今後の課題となっています。 
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（２）秩父地域のインバウンド対策 

図表 2 川越市の観光推進体制             図表 3（同左） 

 

秩父地域においても、情報発信、接遇の向上、受け入れ環境の整備、観光資源開発など

の対策が検討されていますが、川越市と比較すると施策内容はまだ少なく、端緒についた

段階と考えられます。 

 
図表 4 秩父地域でのインバウンド対策（出所：現地ヒアリングより作成） 

 

一方インバウンド体制の整備では関東で最初のDMOを設立するなど積極的に活動してお

り、毎月関係者が参加してコア会議を開始しています。 

 

図表 5（一社）秩父地域おもてなし観光公社 DMO 組織図（出典：国土交通省） 
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（３）さいたま市のインバウンド対策 

さいたま市では大宮区、浦和区といった商業集積を強みとしており、MICE やスポーツ慣

行などに力を入れている点が特徴的です。 

 
図表 6 さいたま市のインバウンド対策 

（出所：さいたま市観光国際化へのヒアリング等） 

 

しかし上記川越市、秩父地域との比較では、個別具体的なインバウンド対策は検討され

ておらず、今後は北関東観光地域の出発点として東北や北陸地域との広域連携が期待され

ます。 

 

 

図表 8（出典：さいたま市観光振興ビジョン 26 より） 
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（４）埼玉県のインバウンド対策 

埼玉県としては川越、長瀞、秩父をつなぐ「SAITAMA プラチナルート」の制定や、旅行

関連展示会への出展、関係者を招いて埼玉独自の観光資源の PR、台湾からのツアー誘致促

進、アニメ聖地など観光資源の活用、などの施策を行っています。 

 

２．インバウンド対策の課題 

一部秩父地域で DMO が設立されてはいるものの、県内のインバウンド対策及びその体制

は総じて行政主体のプロダクトアウト型であると言えます。今後は市民や NPO などを巻き

込んだ地域発かつ全体最適を目指した観光振興体制が求められ、そのためには具体的なア

クションプランを伴ったマネジメント体制の基盤強化が課題となります。 

 

（１）DMO の役割と今後の展開 

今後はDMOを観光推進母体とし

た観光振興体制が求められ、マー

ケットイン志向で「観光客が考え

る観光地域」を管轄する連携体に

よるマネジメントが必要です。 

 

図表 9 新しい観光推進母体 

（出典：経済産業省） 

 

（２）日本版 DMO のバックアップ体制 

関係省庁には外部人材の活用や、文

化・芸術の取り組み支援、自然環境の整

備、歴史・文化の活用、といった多様な

支援メニューが用意されており、活用で

きる支援メニューを総合的に集約した

『「日本版ＤＭＯ」を核とする観光地域づ

くりに対する支援メニュー集』が作成さ

れています。 

 

 

 

 

図表 10 DMO のイメージ（出典：経済産業省） 

観光庁 web サイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics04_000073.html 

 

平成 30 年 3 月 10 日 角田光則 


